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１１．消防の予算

　主な事業として

・消防活動施設整備維持管理事業

・消防車両等整備維持管理事業

・消防庁舎・消防団施設管理事業

50,030,000 1,751,249 3.50 137,788 12,710 63,347 27,645

50,278,000 1,625,803 3.23 138,960 11,700 64,357 25,262

55,420,000 1,596,352 2.88 139,770 11,421 65,281 24,454

59,779,000 1,727,148 2.89 140,645 12,280 66,180 26,098

54,426,000 1,555,731 2.86 140,952 11,037 67,183 23,157

　令和３年度当初予算歳出額における消防費は１５億５５７３万１千円が予算化され、消防車両の整備事業をは
じめとし、消防施設の充実を図り消防力の一層の強化と救急業務の向上を進めて行きます。
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31

（円）

一世帯あたりの
消防費

（円）

世帯数

比率 市民一人あたり
の消防費

3

当初予算歳出額

（千円）
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消防費

　年 度

　　　種 別

（％）
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円
千円
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消防費（千円）

市民一人あたりの消防費（円）

15



第１，２，３，４，５，６，７分団
（各１３）

機能別分団（３０）

   出向　危機管理防災課　主任（１）

団長
副団長
(２)

消防第３課
課長

東部警防担当
主幹（１）

東部救急担当
副主幹（２）

担当
（５）

西部警防担当
副主幹（１）

担当
（５）西部警防担当

主幹（１）

西部救急担当
副主幹（１）

担当
（２）

指令指揮担当
主幹（１）

警防救助担当
副主幹（２）

担当
（６）

救急担当
副主幹（２）

担当
（４）

担当
（３）

西部警防担当
副主幹（１）

担当
（５）西部警防担当

主幹（１）

西部救急担当
副主幹（１）

担当
（２）

指令指揮担当
副主幹（３）

担当
（１）

担当
（３）

署　長
消防第２課

課長
東部警防担当
主幹（１）

東部救急担当
副主幹（２）

担当
（５）

指令指揮担当
副主幹（２）

担当
（１）

指令指揮担当
主幹（２）

警防救助担当
副主幹（２）

担当
（６）

救急担当
副主幹（２）

担当
（４）

東部救急担当
副主幹（２）

担当
（５）

西部警防担当
副主幹（１）

担当
（５）西部警防担当

主幹（１）

西部救急担当
副主幹（１）

担当
（２）

指令指揮担当
主幹（３）

警防救助担当
副主幹（２）

担当
（６）

救急担当
副主幹（２）

担当
（４）

市　　長 消 防 長
担当

（３）副参事兼
消防第１課

課長

東部警防担当
主幹（１）

副主幹
（１）

担当
（２）

副参事兼
予防課長

主幹
（１）

担当
（１）

指令指揮担当
副主幹（１）

担当
（１）

副主幹
（１）

学識経験者（５）
消防関係者（３）

副主幹
（１）

担当
（１）

次　長
次長兼

警防課長
主幹

（１）
副主幹
（１）

担当
（２）

２２．消防組織
（１）組 織 図

令和３年４月１日現在

総務課長
主幹

（１）
副主幹
（１）

担当
（１）

消 防 委 員 会
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（２）消防本部、消防署の事務分掌 

令和３年４月１日現在 

消

 
 

 
 

 

防

 
 

 
 

 

本

 
 

 
 

 

部 

総

 
 

務

 
 

課 

（１） 消防業務の企画及び調整に関すること。 

（２） 人事、服務、研修、福利厚生及び健康管理に関すること。 

（３） 文書及び公印に関すること。 

（４） 例規の制定及び改廃に関すること。 

（５） 消防広報及び広聴に関すること。 

（６） 消防情報及び統計に関すること。 

（７） 儀式及び表彰に関すること。 

（８） 消防委員会に関すること。 

（９） 消防団に関すること。 

（10） 消防施設の維持管理に関すること。 

（11） 物品の管理保管に関すること。 

（12） 貸与品等に関すること。 

（13） 他の課の所管に属さないこと。 

予

 
 

防

 
 

課 

（１） 火災予防の相談、指導及び広報に関すること。 

（２） 戸田市火災予防条例に関すること。 

（３） 火災の原因及び損害の調査等に関すること。 

（４） 火災によるり災証明に関すること。 

（５） 火災の統計に関すること。 

（６） 予防査察及び違反是正に関すること。 

（７） 防火管理者等の指導及び育成に関すること。 

（８） 建築確認の同意に関すること。 

（９） 防火対象物及び消防用設備等に関すること。 

（10） 危険物規制事務に関すること。 

（11） 危険物取扱者の指導及び育成に関すること。 

（12） 高圧ガス、液化石油ガス及び火薬類の許認可等に関すること。 

（13） 防火協力団体に関すること。 

警

 
 

防

 
 

課 
（１） 水火災及び地震等の災害対策に関すること。 

（２） 警防本部に関すること。 

（３） 消防部隊の運用及び演習に関すること。 

（４） 消防相互応援に関すること。 

（５） 消防水利施設の設置及び整備保全に関すること。 

（６） 宅地開発事業に係る消防上の指導に関すること。 

（７） 消防特別警戒等の企画立案に関すること。 

（８） 救急業務及び救助業務における企画立案に関すること。 

（９） 消防の用に供する車両及び機械器具に関すること。 

（10） 消防通信の運用及び消防部隊統制に関すること。 

（11） 消防通信施設及び気象観測装置の維持管理に関すること。 

（12） 消防無線局に関すること。 

（13） 救急隊員に関すること。 

（14） 救急搬送証明に関すること。 

（15） 救急医療機関等との連絡調整に関すること。 

（16） 消防情報支援システムの運用及び管理に関すること。 
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消

 
 

防

 
 

署 

（１） 消防署の庶務に関すること。 

（２） 火災の予防、警戒及び鎮圧に関すること。 

（３） 風水害、地震等の災害活動に関すること。 

（４） 火災の原因及び損害の調査に関すること。 

（５） 予防査察及び警防調査に関すること。 

（６） 少量危険物、指定可燃物、液化石油ガス等の火災予防措置に関すること。 

（７） 消防機械器具の保全に関すること。 

（８） 救急業務に関すること。 

（９） 救急医療機関との連絡に関すること。 

（10） 応急手当の普及推進に関すること。 

（11） 救助業務に関すること。 

（12） 消防訓練の指導に関すること。 

（13） 災害現場の指揮に関すること。 

（14） 警防計画に関すること。 

（15） 火災、救急その他災害に係る通報の受理及び出動指令に関すること。 

（16） 気象観測業務に関すること。 

（17） 火災警報及び気象情報等の収集及び伝達に関すること。 

（18） 災害通信記録等に関すること。 

（19） 消防部隊の訓練に関すること。 

 
 
 

（３）消防委員会（附属機関の所掌） 

①目的 

   本市における消防の十分なる発展に資し以って消防行政の円滑な運営をはかるために設置する。 

  ②審議事項 

消

防

委

員

会 

（１） 消防力の整備に関する事項。 

（２） 消防施設の改善に関する事項。 

（３） 消防職員及び消防団員の服務並びに待遇に関する事項。 

（４） その他消防行政の円滑な運営をはかるために必要な事項。 
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① 常備消防力

現 有 数 比　較

3 0

動力ポンプ 4 0

指揮車 1 1 0

はしご自動車 2 2 0

化学自動車 1 1 0

救急自動車(非常用を除く) 4 5 1

救助工作車(省令第４条) 1 0

特殊車両等 9 　　　　　　　　－

非常用消防自動車等 2 0

整備台数に対する人員 108 △ 18

専任の予防要員 7 △ 11

警防要員をもって充てる人員数 2 △ 1

通信員 9 △ 1

庶務の処理等の人員 15 0

② 非常備消防力

現 有 数 比　較

8 　　　　　　　　－

消防ポンプ車数(台) 7 7 0

手引・小型動力ポンプ数(口) 7 7 0

動力消防ポンプ数(口) 21 21 0

基本団員 条例定数　　94 87 △7

機能別団員 条例定数　　30 12 △18

人　員

区　　　　　　　分 算 定 数

分　　　　　団 　　（基準外）

動力消防
ポンプ

4

1

　　（基準外）

2

人
員

126

18

3

10

15

令和３年４月１日現在

３３．現有勢力

（１）消防力の基準と現有

令和３年４月１日現在

区　　　　　　　分 算 定 数

署　　　　　所 3

消
防
車
両

急激な社会環境の変化に対応し、消防責任を担う市町村が的確にその役割を果たすことができるよう、
警防・予防・救急・救助等の各分野における消防力の充実強化、さらには他の部署や関係機関との連携
を視野に入れた防災・危機管理の観点を加味し、全国の消防力が着実に整備されるよう、平成１７年６
月１３日に「消防力の基準」が「消防力の整備指針」として改正されました。当市でも、できるだけこ
の指針で示された基準に達するよう消防車両、人員等の計画的な整備を進めています。
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